
給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」などには、十分ご注意ください！ 

令和６年 7月 30日 

町民の皆さまへ 

安八町役場 福祉課 

 

「令和６年度定額減税調整給付金」のお知ら

せについて 
 

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者

及び同一生計配偶者または扶養親族に対し、１人につき4万円（令和6年分の所得税から

3万円・令和 6年度分の個人住民税所得割から 1万円）の「定額減税」が行われます。 

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を調整

給付金として支給します。 

 

〇対象者 以下の２つの要件をいずれも満たす方が対象となります。 

 

   １．令和６年分所得税が課税される見込みの方、または、安八町から令和６年度個人

住民税所得割が課税されている方 

   ２．定額減税可能額が「令和６年分推計所得税額」または「令和６年度個人住民税所得

割額」を上回る（減税しきれない）方 

 

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が 1,805万円を超える方は対象外と

なります。 

※また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者（個人）への給付となります。 

 

〇申請期間 令和 6年 10月 31日（木）まで 

 

〇申請方法 確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。 

書き方については裏面の記入例をご覧ください。 

       

 ※窓口申請による混雑防止のため、郵送での申請にご協力ください。 

 

 

 

 

   問い合わせ先  ☏０５８４-６４-７１０４ 

               安八町役場 福祉課 （平日 午前８時３０分～午後５時１５分） 



提出される前にもう一度ご確認ください！ 

□確認書に記入漏れはありませんか？   □必要書類は同封されていますか？（要確認） 

 

 

 

 

 

 

記入例 

支給対象の確認・記入 

●支給額および支給対象人数等を確認してください。 

   ※基準日時点で入手可能な令和５年度所得等を基に推計額を 

算出し、支給額を計算しています。 

●支給額等に間違いが無い場合は、氏名と確認日、電話番号を 

  記入してください。 

 

   

  ●支給対象となる場合は、世帯主氏名と確認日、電話番号を 

記入して下さい。 

振込口座を変更される場合 

●下記の２点の書類が必要となります。（１）（２）を裏面に添付してください。 

（１）本人（振込口座名義人）確認書類の写し（コピー） 

（２）口座確認書類の写し（コピー） 

※振込口座を変更しない場合は必要ありません。 
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「定額減税しきれない」と見込まれる方へ

令和6年度定額減税調整給付金のご案内
受給には手続きが必要です

（２）住民税分控除不足額

（１）所得税分控除不足額

定額減税可能額
３万円×(本人+扶養親族数)

令和６年分推計所得税額(減税前)
＝令和５年分所得税額(実績)

（１）所得税分控除不足額

定額減税可能額
１万円×(本人+扶養親族数)

令和６年度分
個人住民税額(減税前)

（２）住民税分控除不足額

調整給付額

（１）所得税分控除不足額 （２）住民税分控除不足額
調整給付額

(１万円単位で「切り上げて」算出)
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以下の２つの要件をいずれも満たす方が対象です。

１．令和６年分所得税が課税される見込みの方、または、安八
町から令和６年度個人住民税所得割が課税されている方

２．定額減税可能額が「令和６年分推計所得税額」または「令
和６年度個人住民税所得割額」を上回る（減税しきれない）方

給付金の対象者

給付金支給額（計算式）

給付額（減税額）

対象者は、納税者（本人）及び配偶者を含めた扶養親族

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以上である方は対象外となります。

給付額（減税額）
４万円

所得税（３万円）＋
個人住民税（１万円）

※「令和６年分推計所得税額（減税前）」は、基準日における令和５年度所得等を基にし、国の「算定ツー
ル」にて算出した推計額となります。令和６年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、
不足額を令和７年以降に追加給付予定です。

※

※減税しきれない額



減税給付金等に関する

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！！
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをか

たる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町

村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡

ください。

※申請期限を過ぎた場合は、給付金を受け取ることができません。

申請期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

給付金の支給手続き

⚫ 対象となる方には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届き

ます。

⚫ 中身を確認して、返信してください。

【確認事項】

①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか

②減税給付金の支給額・対象者数に誤りがないか

⚫ 給付金を受け取るには、申請が必要です。

※口座に自動的に振り込まれることはありません。

お名前

お問い合わせ

安八町役場 福祉課

｢令和6年度価格高騰臨時対策支援給付金｣窓口

0584ｰ64ｰ7104
受付時間 平日8:30～17:15（土日祝を除く）

申請期限

令和6年10月31日（木）（必着）

町が確認書を受理した日から３週間後が目安です。

給付金の支給時期


